
 
 

 

江

戸

川

区

幼

児

二

人

同

乗

用

自

転

車

購

入

費

助

成

条

例

 

 
（

目

的

）

 
第

一

条
 

こ

の

条

例

は

、

幼

児

二

人

同

乗

用

自

転

車

を

購

入

す

る

費

用

を

、

予

算

の

範

囲

内

で

江

戸

川

区

（

以

下

「

区

」

と

い

う

。

）

が

助

成

し

、

も

っ

て

幼

児

二

人

同

乗

用

自

転

車

の

普

及

の

促

進

を

図

り

、

幼

児

（

六

歳

未

満

の

者

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

二

人

を

同

乗

さ

せ

る

際

の

自

転

車

の

利

用

の

安

全

を

確

保

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。

 

 

（

用

語

の

定

義

）
 

第

二

条

 

こ

の

条

例

に

お

い

て

、

「

幼

児

二

人

同

乗

用

自

転

車

」

と

は

、

運

転

者

の

た

め

の

乗

車

装

置

及

び

二

の

幼

児

用

座

席

を

設

け

る

た

め

に

必

要

な

特

別

の

構

造

又

は

装

置

を

有

す

る

自

転

車

で

あ

っ

て

、

江

戸

川

区

規

則

（

以

下

「

規

則

」

と

い

う

。

）

で

定

め

る

も

の

を

い

う

。

 

（

助

成

の

対

象

者

）

 

第

三

条

 

助

成

の

対

象

と

な

る

者

は

、

区

内

に

住

所

を

有

す

る

者

で

あ

っ

て

、

自

ら

が

養

育

す

る

幼

児

を

同

乗

さ

せ

る

た

め

、

幼

児

二

人

同

乗

用

自

転

車

を

購

入

し

た

も

の

と

す

る

。

 

 

（

助

成

の

額

）

 

第

四

条

 

助

成

の

額

は

、

幼

児

二

人

同

乗

用

自

転

車

を

購

入

し

た

費

用

の

二

分

の

一

に

相

当

す

る

額

（

百

円

未

満

の

端

数

が

あ

る

場

合

は

、

そ

の

端

数

を

切

り

捨

て

た

額

）

と

し

、

四

万

円

を

限

度

と

す

る

。

 

 

（

助

成

の

申

請

等

）

 

第

五

条

 

前

条

に

規

定

す

る

助

成

を

受

け

よ

う

と

す

る

者

（

以

下

「

申

請

者

」

と

い

う

。

）

は

、



 

幼

児

二

人

同

乗

用

自

転

車

を

購

入

し

た

こ

と

を

証

明

す

る

こ

と

が

で

き

る

書

類

を

添

え

て

、

区

長

に

申

請

す

る

も

の

と

す

る

。

 
２

 
前

項

の

申

請

は

、

申

請

者

の

属

す

る

世

帯

一

台

限

り

と

す

る

。

 

 

（

助

成

の

決

定

）

 

第

六

条

 
区

長

は

、

前

条

の

規

定

に

よ

る

申

請

を

受

け

た

と

き

は

、

そ

の

内

容

を

審

査

し

た

う

え

で

助

成

の

可

否

を

決

定

し

、

申

請

者

に

通

知

す

る

も

の

と

す

る

。

 

 

（

助

成

金

の

返

還

）
 

第

七

条

 

区

長

は

、

偽

り

そ

の

他

不

正

の

手

段

に

よ

り

助

成

金

の

交

付

を

受

け

た

者

が

あ

る

と

き

は

、

当

該

助

成

金

の

全

部

又

は

一

部

を

返

還

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

 

（

委

任

）

 

第

八

条

 

こ

の

条

例

の

施

行

に

つ

い

て

必

要

な

事

項

は

、

規

則

で

定

め

る

。

 

  
 

 

付

 

則

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。
 

   

（

説

明

）

 

東

京

都

道

路

交

通

規

則

（

昭

和

四

十

六

年

東

京

都

公

安

委

員

会

規

則

第

九

号

）

の

改

正

に

よ



り

、

安

全

性

に

配

慮

し

た

自

転

車

に

限

り

、

幼

児

二

人

の

同

乗

が

認

め

ら

れ

た

こ

と

に

伴

い

、

幼

児

二

人

同

乗

用

自

転

車

の

普

及

の

促

進

を

図

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 


